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受信料制度視聴者

　NHKの使命は，全国あまねく，豊かで良い番組によ
る放送サービスを提供することである。NHKの放送事
業は，放送法によって定められ，その財源は，受信料に
よって支えられている。
　NHKへの理解と支持に基づき，受信契約の維持・増
加，収納業務の推進などNHKの財源を確保することが，
営業活動の大きな柱である。
　NHKの放送を受信できる設備を設置した場合は，放
送法第64条に基づいて，総務大臣の認可を得た「日本放
送協会放送受信規約」によって，受信契約を結び，受信
料の免除は同じく総務大臣の認可を得た「日本放送協会
放送受信料免除基準」に該当する受信契約者に対しての
み行うことになっている。

（1）受信料の性格
　受信料とは，公共放送としてのNHKの自主自律，放
送の不偏不党を財政面から保障するものであり，NHK
を維持・運営するため，法律によってNHKにのみ徴収
権が認められた「特殊な負担金」である。

（2）受信契約の単位
　受信契約は，世帯ごとに行う（世帯とは，住居と生計
をともにする者の集まりをいう）。
　ホテル，事業所など住居以外に設置した受信機につい
ては，設置場所ごとに行う。
①世帯に設置する受信機
　同一世帯では， 1つの住居に受信機を 2台以上設置し
ても， 1契約でよい。ただし，同じ住居内に住んでいて
も，間借り，下宿のような世帯が別になっている場合に
は，それぞれ世帯ごとに契約する。
　同一世帯でも， 2つ以上の住居に受信機を設置する場
合（別荘など）は，受信機を設置する住居ごとに契約す
る。
②事業所など住居以外に設置する受信機
　会社・ホテル・船舶などに設置する場合は，受信機の
設置場所ごとに契約する。

（3）受信契約の種別
　受信契約の種別は，次のとおり。
①地上契約
　地上系テレビ放送のみを受信する場合の契約
②衛星契約
　衛星系と地上系のテレビ放送の受信契約
③特別契約
自然の地形が原因で地上系テレビ放送の視聴が困難な
地域，または，列車・電車など営業用の移動体におい
て衛星系テレビ放送のみを受信する場合の契約

（4）支払方法
　受信契約者は，受信機の設置の月から解約となった月
の前月（受信機を設置した月に解約となった受信契約者
については，当該月とする）まで，以下の方法により，
所定の受信料を支払うこととなっている。
①口座振替
　NHKの指定する金融機関に設定する預金口座等から，
NHKの指定日に自動振替によって行う支払い。
②クレジットカード等継続払
　NHKの指定するクレジット会社等との契約に基づき，
クレジット会社等に継続して立て替えさせることによっ
て行う支払い。
③継続振込
　NHKの指定する金融機関，郵便局，コンビニエンス
ストアなどで，NHKが定期的に送付する払込用紙によ
り支払期日まで継続して振り込む支払い。

（5）受信料の免除
　公共放送として放送の普及を図るため，社会福祉と教
育の分野を対象に，総務大臣の認可を得た基準により，
受信料を免除している。
　免除には，全額を免除するものと，半額を免除するも
のの 2種類がある。
①全額免除
〔施設を対象〕
　社会福祉施設，学校（小学校・中学校・特別支援学校
および幼稚園など）。
〔個人を対象〕
　公的扶助受給者，市町村民税非課税の障害者，社会福
祉事業施設入所者，災害被災者。
②半額免除
〔個人を対象〕
　視覚・聴覚障害者，重度の障害者，重度の戦傷病者。
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受信料額視聴者
表1　受信料額（2014年度）

種 別 支 払 方 法 月　額 6か月
前払額

12か月
前払額

地上契約 口座・クレジット 1,260円 7,190円 13,990円
継続振込等 1,310円 7,475円 14,545円

衛星契約 口座・クレジット 2,230円 12,730円 24,770円
継続振込等 2,280円 13,015円 25,320円

特別契約 口座・クレジット 985円 5,620円 10,940円
継続振込等 1,035円 5,905円 11,490円

受信料額（沖縄県）

種 別 支 払 方 法 月　額 6か月
前払額

12か月
前払額

地上契約 口座・クレジット 1,105円 6,300円 12,255円
継続振込等 1,155円 6,585円 12,810円

衛星契約 口座・クレジット 2,075円 11,840円 23,030円
継続振込等 2,125円 12,125円 23,585円

多数一括支払いにおける割引額

契約種別ごとの契約件数

契約種別ごとの全契約を対象に
1 件 あ た り 減 ず る 月 額

衛星契約 特別契約

50件未満 200円
90円50件以上100件未満 230円

100件以上 300円

　 1受信契約者（ホテルなど）の衛星契約の契約件数が97～
99件（沖縄は96件（12か月前払）から）である場合は，100件
として算定する。
　また，沖縄で衛星契約の契約件数が 9件（継続振込等の12
か月前払）である場合は，10件として算定する。

団体一括支払いにおける割引額
契 約 種 別 割　　　　引　　　　額

衛 星 契 約
特 別 契 約

すべての契約件数を対象に、支払区分が
継続振込等の放送受信料額から 1件あた
り月額200円割引

家族割引における割引額

種 別 支 払 方 法 月　額 6か月
前払額

12か月
前払額

地上契約 口座・クレジット 630円 3,595円 6,995円
継続振込等 655円 3,738円 7,273円

衛星契約 口座・クレジット 1,115円 6,365円 12,385円
継続振込等 1,140円 6,508円 12,660円

特別契約 口座・クレジット 493円 2,810円 5,470円
継続振込等 518円 2,953円 5,745円

家族割引における割引額（沖縄県）

種 別 支 払 方 法 月　額 6か月
前払額

12か月
前払額

地上契約 口座・クレジット 553円 3,150円 6,128円
継続振込等 578円 3,293円 6,405円

衛星契約 口座・クレジット 1,038円 5,920円 11,515円
継続振込等 1,063円 6,063円 11,793円

表2　受信料額の推移（月額）

改定時期
地　上

カラー （沖縄） 普通 （沖縄）

72年 5 月
76年 6 月
77年 4 月
80年 5 月
84年 4 月
89年 4 月

465円
710円
710円
880円
1,040円
1,070円

400円
400円
610円
760円
900円
920円

315円
420円
420円
520円
680円
700円

250円
250円
330円
410円
540円
550円

90年 4 月 1,370円 1,220円 890円 740円

97年 4 月 1,395円 1,240円 905円 750円

07年10月 1,395円 1,240円 普通契約をカラー契
約へ統合

08年10月 1,345円 1,190円 訪問集金廃止により
口座振替等の料額に
一体化

12年10月 （継続振込等）
1,275円

（継続振込等）
1,120円

・受信料を値下げ
・ 支払区分による料
額を設定

14年 4 月 （継続振込等）
1,310円

（継続振込等）
1,155円

消費税率の引き上げ
に伴う変更

改定時期
衛　星 特別

契約カラー （沖縄） 普通 （沖縄）

89年 8 月 2,000円 1,860円 1,630円 1,490円 1,040円

90年 4 月 2,300円 2,160円 1,820円 1,680円 1,040円

97年 4 月 2,340円 2,185円 1,850円 1,695円 1,055円

07年10月 2,340円 2,185円 普通契約をカラ
ー契約へ統合

1,055円

08年10月 2,290円 2,135円 訪問集金廃止に
より口座振替等
の料額に一体化

1,005円

12年10月 （継続振込等）
2,220円

（継続振込等）
2,065円

・受信料を値下げ
・ 支払区分による料額を
設定

14年 4 月 （継続振込等）
2,280円

（継続振込等）
2,125円

 消費税率の引き上げに伴
う変更
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放送受信契約放送受信契約視聴者

（単位　件）
事項別

都道
府県別

地 上 契 約 衛 星 契 約 等 契 約 総 数
衛 星 契 約 特 別 契 約

全 国 計 22,888,143 19,112,677 19,102,611 10,066 42,000,820

関東甲信越計 8,493,070 7,314,334 7,311,934 2,400 15,807,404

東 京 都 2,299,872 2,039,608 2,038,294 1,314 4,339,480

長 野 県 367,751 407,912 407,824 88 775,663

新 潟 県 404,210 426,633 426,577 56 830,843

山 梨 県 193,507 100,762 100,592 170 294,269

神奈川県 1,493,400 1,514,689 1,514,125 564 3,008,089

群 馬 県 405,044 256,674 256,642 32 661,718

茨 城 県 529,283 403,171 403,157 14 932,454

千 葉 県 1,109,148 896,287 896,266 21 2,005,435

栃 木 県 390,599 277,327 277,187 140 667,926

埼 玉 県 1,300,256 991,271 991,270 1 2,291,527

近 畿 計 3,628,685 2,665,469 2,663,553 1,916 6,294,154

大 阪 府 1,508,205 1,039,111 1,037,473 1,638 2,547,316

京 都 府 470,555 373,927 373,909 18 844,482

兵 庫 県 973,095 726,951 726,749 202 1,700,046

和歌山県 210,062 137,087 137,053 34 347,149

奈 良 県 233,355 187,913 187,909 4 421,268

滋 賀 県 233,413 200,480 200,460 20 433,893

中 部 計 3,273,800 2,828,527 2,827,712 815 6,102,327

愛 知 県 1,420,238 1,056,979 1,056,519 460 2,477,217

石 川 県 217,323 192,378 192,341 37 409,701

静 岡 県 636,161 660,500 660,444 56 1,296,661

福 井 県 101,543 160,668 160,657 11 262,211

富 山 県 159,877 211,006 210,965 41 370,883

三 重 県 371,874 233,768 233,722 46 605,642

岐 阜 県 366,784 313,228 313,064 164 680,012

1 ．都道府県別放送受信契約数表（2014年度）
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（単位　件）
事項別

都道
府県別

地 上 契 約 衛 星 契 約 等 契 約 総 数
衛 星 契 約 特 別 契 約

中 国 計 1,379,546 1,352,445 1,351,587 858 2,731,991

広 島 県 563,207 494,416 494,069 347 1,057,623

岡 山 県 354,949 296,510 296,397 113 651,459

島 根 県 97,837 165,461 165,396 65 263,298

鳥 取 県 88,104 118,263 118,239 24 206,367

山 口 県 275,449 277,795 277,486 309 553,244

九 州 計 2,765,939 1,974,612 1,972,624 1,988 4,740,551

福 岡 県 931,366 725,034 723,903 1,131 1,656,400

熊 本 県 331,141 252,201 252,069 132 583,342

長 崎 県 311,431 188,842 188,750 92 500,273

鹿児島県 376,453 248,035 247,792 243 624,488

宮 崎 県 193,471 188,111 187,933 178 381,582

大 分 県 222,445 163,775 163,648 127 386,220

佐 賀 県 173,088 92,310 92,269 41 265,398

沖 縄 県 226,544 116,304 116,260 44 342,848

東 北 計 1,568,312 1,585,373 1,584,616 757 3,153,685

宮 城 県 372,176 399,600 399,559 41 771,776

秋 田 県 166,270 229,035 228,978 57 395,305

山 形 県 187,152 199,329 199,207 122 386,481

岩 手 県 231,227 230,219 230,049 170 461,446

福 島 県 341,611 306,538 306,379 159 648,149

青 森 県 269,876 220,652 220,444 208 490,528

北海道計 1,054,180 763,748 763,127 621 1,817,928

北 海 道 1,054,180 763,748 763,127 621 1,817,928

四 国 計 724,611 628,169 627,458 711 1,352,780

愛 媛 県 280,837 220,776 220,371 405 501,613

高 知 県 121,104 139,903 139,792 111 261,007

徳 島 県 125,283 126,358 126,229 129 251,641

香 川 県 197,387 141,132 141,066 66 338,519
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契約種別

年度別

地 上 契 約 衛 星 契 約

年度内増減数 年度末契約数 年度内増減数 年度末契約数

95 △443,825 28,002,410 792,121 7,358,788
96 △358,035 27,644,375 797,066 8,155,854
97 △157,559 27,486,816 624,793 8,780,647
98 △353,970 27,132,846 670,375 9,451,022
99 △323,675 26,809,171 604,613 10,055,635
00 △156,137 26,653,034 554,516 10,610,151
01 △138,762 26,514,272 543,620 11,153,771
02 △138,670 26,375,602 413,112 11,566,883
03 △228,085 26,147,517 432,317 11,999,200
04 △585,710 25,561,807 350,492 12,349,692
05 △592,492 24,969,315 183,551 12,533,243
06 △344,278 24,625,037 379,527 12,912,770
07 △244,629 24,380,408 501,053 13,413,823
08 △176,925 24,203,483 575,170 13,988,993
09 △ 23,316 24,180,167 753,288 14,742,281
10 △101,278 24,078,889 920,006 15,662,287
11 △299,981 23,778,908 823,727 16,486,014
12 △323,869 23,455,039 877,379 17,363,393
13 △274,968 23,180,071 858,865 18,222,258
14 △291,928 22,888,143 880,353 19,102,611

契約種別

年度別

特 別 契 約（※） 合　　　　　　計

年度内増減数 年度末契約数 年度内増減数 年度末契約数

95 1,830 16,097 350,126 35,377,295
96  △ 303 15,794 438,728 35,816,023
97  △ 403 15,391 466,831 36,282,854
98 △2,142 13,249 314,263 36,597,117
99 299 13,548 281,237 36,878,354
00 △3,041 10,507 395,338 37,273,692
01  △ 4 10,503 404,854 37,678,546
02  △ 248 10,255 274,194 37,952,740
03  △ 278 9,977 203,954 38,156,694
04  △ 248 9,729 △235,466 37,921,228
05 27 9,756 △408,914 37,512,314
06  △ 145 9,611 35,104 37,547,418
07  △ 17 9,594 256,407 37,803,825
08 219 9,813 398,464 38,202,289
09  △ 46 9,767 729,926 38,932,215
10 207 9,974 818,935 39,751,150
11  △ 442 9,532 523,304 40,274,454
12 647 10,179 554,157 40,828,611
13  △ 367 9,812 583,530 41,412,141
14 254 10,066 588,679 42,000,820

2 ．受信契約数の推移

※　地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車，電車その他営業用の移動体において，衛星系に
　よるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約

（単位　件）
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地　上　契　約 衛　星　契　約

増　減　数 現　在　数 増　減　数 現　在　数

2014年 4 月  37,887 23,217,958 87,718 18,309,976

5 月 △ 44,732 23,173,226 106,816 18,416,792

6 月 △ 45,826 23,127,400 99,570 18,516,362

7 月 △ 20,979 23,106,421 67,449 18,583,811

8 月 △ 13,259 23,093,162 63,164 18,646,975

9 月 △ 16,153 23,077,009 68,356 18,715,331

10月 △ 21,550 23,055,459 67,093 18,782,424

11月 △ 20,845 23,034,614 67,798 18,850,222

12月 △ 35,941 22,998,673 74,520 18,924,742

2015年 1 月 △ 31,122 22,967,551 61,972 18,986,714

2 月 △ 34,972 22,932,579 56,110 19,042,824

3 月 △ 44,436 22,888,143 59,787 19,102,611

年　度　計 △291,928 ― 880,353 ―

特　別　契　約 合　　　　計

増　減　数 現　在　数 増　減　数 現　在　数

2014年 4 月  11 9,823 125,616 41,537,757

5 月  △ 5 9,818 62,079 41,599,836

6 月 1,326 11,144 55,070 41,654,906

7 月 86 11,230 46,556 41,701,462

8 月  △ 87 11,143 49,818 41,751,280

9 月 △1,218 9,925 50,985 41,802,265

10月  △ 15 9,910 45,528 41,847,793

11月 7 9,917 46,960 41,894,753

12月  △ 94 9,823 38,485 41,933,238

2015年 1 月  △ 37 9,786 30,813 41,964,051

2 月 239 10,025 21,377 41,985,428

3 月 41 10,066 15,392 42,000,820

年　度　計 254 ― 588,679 ―

3 ．月別受信契約数（2014年度） （単位　件）
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4 ．受信料免除契約（2015年 3 月末現在） （単位　件）

区　　　　　　　分 地 上 契 約 衛 星 契 約

総　　　　　　　数 2,555,327 （%） 713,013 （%）

社 会 福 祉 施 設 214,054 9.1 46,130 11.5 

学 校 536,382 22.9 17,665 4.4 

公 的 扶 助 受 給 者 1,025,717 43.8 90,875 22.6 

市 町 村 民 税 非 課 税 の 障 害 者 438,915 18.8 225,962 56.1 

社 会 福 祉 事 業 施 設 入 所 者 125,117 5.4 21,745 5.4 

全　額　免　除　計 2,340,185 100.0 402,377 100.0 

視 覚 ・ 聴 覚 障 害 者 55,948 26.0 71,142 22.9

重 度 の 障 害 者 157,934 73.4 237,535 76.5 

重 度 の 戦 傷 病 者 1,260 0.6 1,959 0.6 

半　額　免　除　計 215,142 100.0 310,636 100.0 

区　　　　　　　分 特 別 契 約 契 約 総 数

総　　　　　　　数 87 （%） 3,268,427 （%）

社 会 福 祉 施 設 3 4.3 260,187 9.5 

学 校 23 33.3 554,070 20.2 

公 的 扶 助 受 給 者 11 16.0 1,116,603 40.7 

市 町 村 民 税 非 課 税 の 障 害 者 32 46.4 664,909 24.2 

社 会 福 祉 事 業 施 設 入 所 者 0 0.0 146,862 5.4 

全　額　免　除　計 69 100.0 2,742,631 100.0 

視 覚 ・ 聴 覚 障 害 者 7 38.9 127,097 24.2 

重 度 の 障 害 者 11 61.1 395,480 75.2 

重 度 の 戦 傷 病 者 0 0.0 3,219 0.6 

半　額　免　除　計 18 100.0 525,796 100.0 


